
月

日
ま
で
、
４
回
の

検
討
す
る
こ
と
を
表
明
し
ま

11

18

交
渉
を
重
ね
た
今
年
度
の
確

し
た
。

定
交
渉
は
、
別
掲
の
よ
う
に

一
定
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と

県
教
委
の
当
初
回
答
で
は
、

が
で
き
ま
し
た
。
賃
金
改
善

「
月

時
間
、
年

時
間

住
居
手
当
額
の
減
額
が
２
千

45

360

は
改
善
額
が
少
な
い
こ
と
に

の
上
限
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が

円
を
超
え
る
職
員
に
つ
い
て
、

不
満
は
残
り
ま
す
が
、
県
教

「
指
針
」
に
格
上
げ
さ
れ
実

年
度
は
２
千
円
だ
け
減
額

20

委
が
示
し
た
最
終
回
答
で
長

効
性
の
強
化
が
求
め
ら
れ
る

し
、
残
り
は

年
度
に
減
額

21

年
要
求
し
て
き
た
臨
時
的
任

こ
と
を
前
提
に
教
育
長
の

す
る
経
過
措
置
で
し
た
。
高

用
職
員
へ
扶
養
手
当
の
支
給

「
既
存
の
部
分
を
大
胆
に
見

教
組
は
そ
の
対
象
と
な
る
職

が
実
現
し
た
こ
と
、
住
居
手

直
さ
な
い
と
い
け
な
い
」（
周

員
（
県
立
高
校
・
特
別
支
援

当
の
経
過
措
置
や
教
職
員
の

年
行
事
の
あ
り
方
を
例
に
業

学
校
）
が
８
人
に
す
ぎ
な
い

長
時
間
労
働
是
正
に
つ
い
て

務
削
減
に
つ
い
て
）
「
ガ
イ

こ
と
を
指
摘
し
、
経
過
措
置

高
教
組
の
要
求
を
一
定
反
映

ド
ラ
イ
ン
的
な
も
の
を
出
せ

を
３
年
と
し
て
千
円
ず
つ
の

し
た
内
容
で
し
た
の
で
、
回

る
か
ど
う
か
検
討
し
た
い
」

減
額
に
す
る
こ
と
を
求
め
ま

答
内
容
に
同
意
し
ま
し
た
。

の
回
答
を
受
け
、
高
教
組
は

し
た
。
県
教
委
の
最
終
回
答

以
下
、
主
要
課
題
に
つ
い

ス
ク
ラ
ッ
プ
を
ど
う
す
す
め

は
、
高
教
組
の
要
求
を
一
定

て
の
到
達
点
と
今
後
の
課
題

る
か
が
前
面
に
で
る
よ
う
な

反
映
し
、

年
度
は
千
円
だ

20

に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

文
書
が
必
要
だ
と
し
、
現
場

け
減
額
し
、
残
り
は

年
度
に

21

の
議
論
と
か
み
合
う
よ
う
に

減
額
す
る
も
の
で
、

年
度
の

20

少
な
く
と
も
、
来
年
度
の
学

減
額
幅
が
緩
和
さ
れ
る
職
員

校
行
事
を
検
討
す
る
時
期
ま

は

人
に
拡
大
し
ま
し
た
。

546

九
州
で
長
崎
だ
け
が
支
給

で
に
文
書
を
出
す
こ
と
を
求

し
て
こ
な
か
っ
た
扶
養
手
当

め
ま
し
た
。

を
来
年
度
か
ら
支
給
す
る
と

さ
せ
た
こ
と
は
大
き
な
前
進

で
す
。
任
用
期
間
の
「
空
白
」

（
年
度
末
な
ど
）
の
解
消
、

給
与
の
上
限
（
１
級

号
）

53

の
撤
廃
は
、
県
の
厳
し
い
財

政
状
況
を
理
由
に
課
題
と
し

て
残
っ
た
と
県
教
委
は
説
明

し
、
今
後
、
全
国
の
動
き
を

参
照
し
、
改
善
で
き
る
よ
う

組合は であい ふれあい たかめあい

年
度
確
定
交
渉

19臨
時
的
任
用
教
職
員
へ
の
扶
養
手
当
支
給
の
要
求
が
実
現

県
下
の
学
校
現
場
か
ら
積
み
上
げ
た
重
点
要
求
署
名

２
１
７
３
筆
！

第4回交渉で県教委の回答
を受け取る鍛治委員長

安
倍
９
条
改
憲
を
許
さ
な
い
！

・
３
な
が
さ
き
集
会

11

中四九ブロ青年教職員学習交流集会in島根・出雲 参加報告

11月２･３日に島根県出雲市で開催された青年部の中四九ブロ学習交流集会に
参加した２人の青年部組合員からの報告をご紹介します。

＜中鋪 優 さん（壱岐商）＞
①記念講演「次世代に託す平和への想い－画家加納莞蕾」を聞いて

久々に心の中が熱くなる講演を聞かせていただきました。画家加納莞蕾の四
女である加納佳代子さんは小学校教諭を経て安来市にある加納美術館名誉館長
を務められている。主な話の内容は加納莞蕾さんから送ったフィリピン大統領
エルピディオ・キリノ宛の書簡の話であった。戦後、日本人戦犯としてフィリ
ピンの軍事法廷において死刑判決を言い渡された数回会っただけの古瀬貴季に関し嘆願書を大統領宛に送って
いる。返事が来ない中、加納さんは何度も書簡を送り続ける。そんな中加納さんは、大統領の妻や３人の子ど
もも日本人に殺害されていたことを知る。加納さんは「許しがたきを許す」という文言のもと、無罪放免では
なく平和に反する罪人として彼らは釈放され自由で平和な国家として日本の再建に寄与させたい旨の書簡を送
り続ける。結果として大統領から日本人戦犯に対して赦免が及ぼされた。加納佳代子さんは小学校の講演で戦
後７０年以上経った話をしている。でも今戦争が起きてしまえばこの瞬間は戦前になるんだよと。二度とこの
悲しい歴史を繰り返さないためにも私たちは戦争の惨禍を繰り返してはならないと思いました。
②実践！プログラミング

小学校向けのプログラミングの授業案についての講義であった。アイデアとしてカードを使ったものや正三
角形を描くためにキャラクターをどう動かすかなど（スクラッチソフト）を活用があった。高校段階でのプロ
グラミングの授業はコードの記入などでありなかなか面白くないものであるが、なぜそうなるのか、どう動か
せば効率が良いかなどを考えさせるなど、とても面白いものだった。高校の授業でもスクラッチなどを取り入
れて実施してみたいと思った。
③神在月に出雲大社を歩こう
島根県の先生がガイドをしてくださいました。今でこそ観光客が多いが１５年ほど前は閑散としていたこと。

大社の中に行列ができているがなぜ並んでいるのか不思議に思うなどユーモアあふれるガイドでした。佐賀県
の先生と私は行動させていただき、昼から組合の話について熱く語りました。印象深かったのが将来に対して
とても危機感をもっておられ、若い人たちが何とかして守っていかなければならないと考えていることでした。

多くの先生方と出会い連絡先を交換できました。また、佐賀と合同で何かやりませんかとの話もいただき、
交流を深めていきたいと考えています。２日間でしたが大変有意義な時間を過ごすことができました。ありが
とうございました。
＜渋谷雪絵さん（豊玉）＞

生まれて初めて出雲に行く経験ができた中四九ブロック学習交流会では、普段学べない多くのことを学習す
ることができた。

１日目の記念講演では、「次世代へ託す平和への想い－画家 加納莞蕾」と題して、安来市加納美術館の名誉
館長である加納佳世子さんから、画家として平和を願った加納莞蕾さんのお話を聞くことができた。加納莞蕾
さんは、従軍画家として戦地に赴き戦争の悲惨さを知った後、フィリピン刑務所収容の戦犯解放運動を起こし、
フィリピンのキリノ大統領と４年間で４３通を越える書簡をやりとりした結果、１０５人の日本人戦犯解放を
実現した人物だ。彼についての話の中で最も心に残ったのは、ただ日本側の意向を相手側に伝えるだけではな
く、キリノ大統領自身も戦争で家族を日本人に殺された経験をふまえ、その痛みを一緒に感じながら説得を試
みた、その真摯さである。戦争において、日本の被害や悲惨さを語ることは、日本人として生まれた者なら比
較的容易なことなのかも知れないと感じる。だが、これからは、それを伝える相手のことを考え、相手の立場
に立った戦争反対の声を上げていく必要があるのではないかと、今回の講演を通じて感じた。

また、分科会では特別支援教育についての島根の実践を学ぶことができた。手作りの学習道具や様々な書籍
を紹介しながら、子どもに対する愛情に満ちた視点で特別支援教育を語って下さった講師の新田先生からは、
親や子どもに寄り添ってその成長を見守るという特別支援教育の姿勢を学ぶことができた。今勤務している高
校でも、特別支援コーディネーターとして様々な業務が回ってくるが、生徒に向き合い、その成長を促すとい
う基本を絶対に忘れずに、一人一人の個性を大切にしていきたいと思う。

二日目は、学校行事の関係もあり早朝に出雲を出なければならなかった
のだが、多くの先生方と交流し、各地で必死に学校現場に向き合っている
現状を共有できたことで、長崎に帰ってからの仕事に対する元気をもらう
ことができた。とても充実した二日間を過ごすことができた学習交流会だ
った。

憲
法
公
布
か
ら

年
と
な

73

っ
た

月
３
日
、
憲
法
共
同

11

セ
ン
タ
ー
や
長
崎
県
９
条
の

会
等
で
組
織
す
る
「
安
倍
９

条
改
憲
Ｎ
Ｏ
！
全
国
市
民
ア

ク
シ
ョ
ン
な
が
さ
き
」
は
、

長
崎
市
の
浜
町
ア
ー
ケ
ー
ド

前
で
集
会
を
行
い
、
約

人
150

が
参
加(

高
教
組
か
ら
は
５

人
）
し
ま
し
た
。
集
会
で
は

各
組
織
の
代
表
が
リ
レ
ー
ト

ー
ク
を
行
い
、
安
倍
政
権
に

よ
る
９
条
改
憲
反
対
を
市
民

に
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。

臨
時
的
任
用
教
職
員
の

待
遇
改
善

19確定交渉での

県教委の主な回答内容

＜賃金改善＞

①若年層の月例給の改善

人事委員会勧告（内容は10

月15日付高教組新聞に記載）

どおりに改定

②ボーナスの改善

人事委員会勧告どおり支給

月数を0.05月分引き上げる。

※再任用職員は据え置き

【実施時期】

①は2019年4月1日

②は2019年12月1日

＜住居手当の経過措置＞

住居手当額が1000円を超え

て減額となる職員について

は、20年度は1000円だけの減

額とする経過措置を講ずる。

＜長時間労働縮減について＞

「効果的な取組事例」を文

書で県立学校に提示し、長時

間労働の縮減に努める。

＜臨任職員の待遇改善＞

2020年度から正規職員と同

様に扶養手当を支給する。

長
時
間
労
働
の
是
正

住
居
手
当
見
直
し
の

経
過
措
置
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め
の
市
民
を
育
て
る
と
か
、

モ
デ
ル
が
ど
ん
ど
ん
教
育

性
）
を
守
る

教
育
の
公
共
的
な
目
的
が
後

の
中
に
入
り
込
み
、
力
強

子
ど
も
の
権
利
条
約
、
憲

景
に
退
い
て
、
経
済
的
な
合

い
も
の
に
な
っ
て
き
て
い

法
、
労
働
基
準
法
、
労
働

理
性
や
、
生
産
性
の
向
上
が

る
」

安
全
衛
生
法
を
活
か
す

前
面
に
で
て
く
る
事
態
。
こ

◇
生
き
る
権
利
（
健
康
と

れ
は
具
体
的
に
は
教
育
の
商

勝
野
先
生
は
、最
後
に
、

体
力
の
回
復
、
余
暇
を

「
『
働
き
方
改
革
』
の
中
に
は

品
化
、
サ
ー
ビ
ス
化
に
現
れ

め
ざ
す
べ
き
「
働
き
方
改

楽
し
む
、
ワ
ー
ク
ラ
イ

『
働
く
者
の
権
利
』
と
言
う

て
く
る
。

革
」
の
考
え
方
に
つ
い
て

フ
バ
ラ
ン
ス
、
人
間
と

民
主
主
義
の
た
め
の
教
育
で

言
葉
は
出
で
こ
な
い
。
代
わ

グ
ロ
ー
バ
ル
新
自
由
主
義

次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
講

し
て
の
尊
厳
が
尊
重
さ

あ
り
、
そ
う
し
た
平
和
で
文

り
に
で
て
く
る
の
が
『
生
産

の
中
で
教
育
は
カ
リ
キ
ュ
ラ

演
を
結
び
ま
し
た
。

れ
る
生
活
）

化
的
で
民
主
主
義
な
も
の

性
向
上
』
。
国
の
経
済
的
な
『
生

ム
と
教
育
活
動
が
細
分
化
さ

◇
守
ら
れ
る
権
利
（
あ
ら

は
、
憲
法
や
旧
教
育
基
本
法

産
性
向
上
』
『
付
加
価
値
』
と

れ
る
。
教
師
の
仕
事
も
細
分

ゆ
る
種
類
の
差
別
、
ハ

の
目
的
、
理
念
と
ぴ
っ
た
り

い
う
言
葉
は
い
っ
ぱ
い
で
て

化
・
分
断
化
さ
れ
、
そ
こ
に

ラ
ス
メ
ン
ト
か
ら
）

一
致
し
て
、
そ
う
し
た
主
権

く
る
。
子
ど
も
を
『
人
材
』

先
生
た
ち
の
創
意
工
夫
が
入

◇
成
長
す
る
権
利
（
教
育

者
を
育
て
る
た
め
教
育
の
こ

に
見
立
て
て
、
そ
の
子
ど
も

る
余
地
は
な
い
。
教
職
の
仕

の
専
門
家
と
し
て
、
人

と
を
『
勧
告
』
の
中
で
一
貫

に
経
済
的
な
生
産
性
を
向
上

事
が
変
質
し
て
い
く
。
学
力

間
と
し
て
）

し
て
主
張
し
て
い
る
。

さ
せ
る
た
め
に
、
い
か
に
知

テ
ス
ト
の
数
値
、
結
果
で
も

○
個
人
の
尊
厳
と
自
律
性

◇
参
加
す
る
権
利
（
学
校

ど
う
い
う
教
育
の
目
的
、

識
・
技
能
を
つ
け
加
え
て
あ

っ
て
教
育
成
果
を
測
り
、
ア

を
基
礎
と
す
る
連
携
・

運
営
、
教
育
政
策
や
施

目
標
な
の
か
と
い
う
こ
と
と

げ
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
が

カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
強
調

協
働
（
職
員
室
の
中
で

策
の
決
定
、
仲
間
と
の

関
連
し
て
く
る
の
が
教
員
の

教
育
の
目
的
に
な
っ
て
き
て

す
る
。
テ
ス
ト
の
点
数
を
上

の
「
使
え
る
人
、
使
え

交
流
、
社
会
的
・
政
治

地
位
。
仮
に
教
育
の
目
的
が

い
る
。
こ
こ
で
起
き
て
く
る

げ
る
た
め
の
教
育
や
授
業
、

な
い
人
」
と
い
う
物
差

的
活
動
の
機
会
）

経
済
的
な
合
理
性
に
基
づ
い

こ
と
は
、
教
育
の
持
っ
て
い

教
師
の
専
門
的
裁
量
や
創
造

し
が
あ
る
の
で
は
な
い

て
、
国
の
経
済
生
産
性
で
あ

る
公
共
的
な
目
的
、
民
主
主

性
は
抑
え
ら
れ
、
何
よ
り
も

か
）

こ
れ
ら
を
、
「
働
き
方

る
と
か
、
国
家
間
の
グ
ロ
ー

義
社
会
を
担
う
主
権
者
を
育

効
率
性
、
低
コ
ス
ト
が
追
求

○
子
ど
も
と
教
職
員
の
権

改
革
」
の
中
で
、
保
障
し

バ
ル
経
済
競
争
の
も
と
で
、

て
る
と
か
、
平
和
な
社
会
を

さ
れ
る
。
選
択
と
競
争
に
価

利
、
そ
し
て
教
育
の
理

て
い
く
こ
と
が
大
切
。

国
の
優
越
的
な
地
位
や
優
位

こ
れ
か
ら
す
す
め
て
い
く
た

値
を
置
い
た
民
営
化
、
企
業

念
（
民
主
主
義
と
公
共

性
を
高
め
る
た
め
の
教
育
だ

け
の
話
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、

教
員
の
地
位
と
い
う
の
は
、

そ
れ
に
似
合
っ
た
も
の
に
な

っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
子

ど
も
た
ち
の
経
済
的
な
効
率

性
を
高
め
る
た
め
の
、
ま
さ

公
立
学
校
に｢

１
年
単
位
の

ま
せ
ん
。

で
必
要
と
さ
れ
て
い
る
適

に
、
子
ど
も
た
ち
を
人
材
と

変
形
労
働
時
間
制｣

を
導
入
で

・

国
会
行
動
と
し
て

正
な
労
使
協
定
を
欠
い
た

11

19

し
て
み
る
わ
け
で
、
そ
の
た

き
る
よ
う
に
す
る
給
特
法
一

国
会
議
員
会
館
前
で
座
り
込

ま
ま
導
入
し
よ
う
と
し
て

め
に
教
育
を
し
て
い
く
教
員

部
改
正
法
案
は
、

月

日

み
を
し
て
い
た
首
都
圏
の
全

い
る
こ
と
、
延
ば
さ
れ
た

11

19

に
な
る
の
で
、
教
員
自
身
の

の
衆
議
院
本
会
議
で
、
与
党

教
や
全
労
連
等
の
参
加
者
約

所
定
労
働
時
間
を
超
え
て

い
ば
か
り
か
、
教
職
員
増

創
意
工
夫
と
か
教
育
の
自
由

と
維
新
の
会
な
ど
の
賛
成
多

人
は
、
給
特
法
一
部
改
正

時
間
外
勤
務
が
存
在
す
る

員
と
い
う
解
決
策
を
覆
い

60

と
か
一
切
認
め
な
く
て
い
い

数
で
可
決
さ
れ
、
参
議
院
へ

法
案
の
衆
院
可
決
に
抗
議
の

職
場
に
導
入
し
よ
う
と
し

隠
そ
う
と
す
る
『
変
形
労

こ
と
に
な
る
。
こ
こ
が
大
事

送
ら
れ
ま
し
た
。
１
日
８
時

シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を
繰
り

て
い
る
こ
と
を
示
し
、｢

二

働
時
間
制
』
で
は
な
く
、

な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
」

間
労
働
と
い
う
労
働
基
準
法

返
し
ま
し
た
。

重
の
意
味
で
導
入
す
る
こ

『
せ
ん
せ
い
を
ふ
や
し
て
』

こ
の
後
、
教
育
の
現
場
に

の
大
原
則
を
壊
す
こ
と
に
な

昼
の
集
会
で
主
催
者
あ
い

と
自
体
が
労
働
基
準
法
違

一
人
ひ
と
り
の
業
務
を
削

非
正
規
・
有
期
雇
用
が
増
え

る
重
大
な
法
案
に
も
か
か
わ

さ
つ
を
行
っ
た
全
教
の
小
畑

反
の
案
件
に
当
て
は
ま
る

減
し
、
ど
の
子
も
大
切
に

て
き
て
い
る
こ
と
の
問
題
点

ら
ず
、
衆
議
院
文
部
科
学
委

中
央
執
行
委
員
長
は
、
「
こ

異
常
な
事
態
だ｣

と
指
摘

さ
れ
る
教
育
を
実
現
し
よ

が
指
摘
さ
れ
、
続
け
て
、
今

員
会
で
の
審
議
は
、
参
考
人

の
間
の
衆
院
文
科
委
員
会
の

し
ま
し
た
。

う
。こ
の
声
を
広
げ
切
り
、

進
め
ら
れ
て
い
る
「
働
き
方

招
致
も
含
め
て
、
４
日
間
計

審
議
に
よ
っ
て
、
こ
の
法
案

そ
し
て
、｢

た
た
か
い

国
会
内
外
の
大
き
な
運
動

改
革
」
に
よ
っ
て
教
育
が
ど

時
間
足
ら
ず
で
、
不
十
分

の
問
題
点
、
不
当
性
は
ま
す

は
こ
れ
か
ら
が
本
番
だ
。

で
廃
案
を
勝
ち
取
ろ
う｣

16

う
な
っ
て
い
く
か
に
つ
い
て

な
審
議
の
も
と
で
の
拙
速
な

ま
す
明
ら
か
に
な
っ
て
い

教
職
員
の
長
時
間
過
密
労

と
訴
え
ま
し
た
。

解
説
さ
れ
ま
し
た
。

採
決
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り

る｣
と
述
べ
、
労
働
基
準
法

働
の
解
消
に
つ
な
が
ら
な

組合は であい ふれあい たかめあい

長崎高教組・長崎私教連 第67次県教育研究集会

グローバル新自由主義の中での「働き方改革」と
教師の専門性を守る「働き方改革」を深く考えることができた勝野講演

講師の勝野先生

「
働
き
方
改
革
」
の
中
で
一
番

問
題
な
の
は
教
育
の
専
門
性
を

ど
う
守
っ
て
い
く
か

月
４
日
、
高
教
組
は
私
教
連

11
と
の
共
催
で
第

次
県
教
育
研
究

67

集
会
を
、
諫
早
市
の
高
城
会
館
で

開
催
し
ま
し
た
。
午
前
中
の
開
会

行
事
と
講
演
に
は
、
未
組
合
員
や

退
職
者
も
含
め
て

人
が
、
午
後

38

は
６
つ
の
分
科
会
に

人
が
参
加

23

し
ま
し
た
。
午
前
中
の
講
演
会
は

｢

教
育
の
専
門
性
、
教
職
の
専
門

職
性
を
守
り
、
発
展
さ
せ
る
た
め

に
真
に
求
め
ら
れ
る
『
働
き
方
改

革
』
と
は
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、

東
京
大
学
の
勝
野
正
章
教
授
の
お

話
を
伺
い
ま
し
た
。
そ
の
要
点
を

お
伝
え
し
ま
す
。

働
時
間
を
減
ら
す
こ
と
は
求
め

ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
教
職
の
専

門
職
性
を
し
っ
か
り
維
持
し
て

い
く
た
め
に
こ
そ
、
労
働
時
間

を
し
っ
か
り
セ
ー
ブ
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
。
し
か
し
今
、
議

論
さ
れ
て
い
る
の
は
、
労
働
時

間
を
減
ら
す
こ
と
と
同
時
に
、

上
か
ら
教
師
は
こ
れ
を
や
り
な

さ
い
と
型
が
き
め
ら
れ
て
、
そ

れ
に
従
っ
て
教
職
を
や
っ
て
い

れ
ば
い
い
教
育
に
な
る
と
い
う

話
に
な
っ
て
い
る
。
時
間
外
勤

務
の
上
限
を
設
定
し
て
い
る
が
、

同
時
に
、
『
働
き
方
改
革
』
の
柱

は
、
こ
れ
は
教
師
の
仕
事
、
こ

れ
は
教
師
の
仕
事
で
は
な
い
仕

事
、
事
務
職
員
の
方
の
仕
事
、

地
域
に
任
せ
る
仕
事
み
た
い
な

こ
と
を
、
上
か
ら
切
り
分
け
ら

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
い
う

中
で
、
教
師
の
仕
事
と
い
う
も

の
が
学
習
指
導
要
領
に
求
め
ら

れ
て
い
る
も
の
ど
お
り
に
や
れ

ば
い
い
、
み
た
い
な
話
で
進
み

つ
つ
あ
る
こ
と
に
大
変
な
危
機

感
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
最

終
的
に
教
育
の
質
に
、
ど
の
よ

う
な
影
響
を
も
た
ら
す
の
か
を

考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
」

勝
野
先
生
は
、
ま
ず
「
『
働
き

方
改
革
』
の
中
で
一
番
問
題
な
の

は
、
労
働
時
間
の
問
題
で
な
く
て
、

教
育
の
専
門
性
を
ど
う
守
っ
て
い

く
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
」
と
指

摘
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
し
た
。

「
教
育
の
専
門
性
、
教
職
の
専
門

職
性
を
ど
の
よ
う
に
維
持
、
向
上

さ
せ
て
い
く
の
か
と
い
う
議
論
で

『
働
き
方
改
革
』
を
し
な
い
と
、

と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
労

続
い
て
勝
野
先
生
は
、
ユ
ネ

ス
コ
の
「
教
員
の
地
位
に
関
す

る
勧
告
」
に
あ
る
「
教
育
の
目

標
、
目
的
」
に
関
わ
っ
て
、
次

の
よ
う
に
指
摘
し
ま
し
た
。

「
こ
の
『
教
育
の
目
的
、
目
標
』

は
平
和
の
教
育
・
民
主
主
義
の

教
育
の
こ
と
。
社
会
の
生
産
性

を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
、
経
済

的
な
生
産
性
を
高
め
る
た
め
の

教
育
の
こ
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
考
え

て
い
な
く
て
、
第
一
義
的
に
教

育
の
目
的
、
目
標
は
平
和
教
育
、

ユ
ネ
ス
コ
「
教
員
の
地
位
に

関
す
る
勧
告
」
が
示
す
「
教

育
の
目
標
、
目
的
」

「
働
き
方
改
革
」
の
中
に

は
「
働
く
者
の
権
利
」
と

言
う
言
葉
は
出
で
こ
な
い
。

代
わ
り
に
で
て
く
る
の
が

「
生
産
性
向
上
」

「
子
ど
も
た
ち
が
楽
し

く
学
び
、
教
職
員
が
生

き
生
き
と
働
け
る
学

校
」
を
目
指
し
て

「変
形
労
働
時
間
制
」導
入
の
給
特
法
一
部
改
正
法
案
が
衆
議
院
を
通
過

国
会
内
外
の
運
動
で
廃
案
に
追
い
込
も
う
！

国会前で抗議の声を
あげる全教のメンバー

(2) 第1695号 2019年11月15日(金)
昭和35年8月11日第三種郵便物認可 毎月1日、15日発行長 崎 高 教 組 新 聞


